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1 背景と目的 

（1）背景 

公営企業については、保有する資産の老朽化に伴う大量更新期の到来や人口減尐等に

伴う料金収入の減尐等により、経営環境は厳しさを増しており、不断の経営健全化が課

題となっています。 

 このような中、公営企業は町民の日常生活に欠くことのできない重要なサービスを提

供する役割を果たし、将来にわたってもサービスの提供を安定的に継続することが可能

となるように、総務省では、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を平成 32年

度までに策定することを要請しました。さらに地方交付税措置対象事業の一部において

は、今後の地方交付税措置について平成 28年度までの策定を要件としました。 

今後は、経営健全化への取組の具体性や収支改善の実現性等について検証を行い、実

効性のある「経営戦略」の策定が求められています。 

 

（2）目的 

 本町の下水道事業は、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図り、安全で快適

な町民生活を確保するため、公共下水道事業、農業集落排水事業を行っております。今

後は尐子高齢化や節水機器の普及等による料金収入の減尐、さらには将来の下水道施設

の更新改築経費の増加が懸念されるなど、事業を取り巻く経営環境は、大きな局面を迎

えております。 

 こうした中、公共下水道事業につきまして経営の効率化と合理化を図り、事業を安定

的かつ持続的に進めるため、「投資」と「財政」の両面から、今後の経営の方向性を明ら

かにする「経営戦略」を策定し、経営基盤の強化及び財政マネジメントの向上を図るこ

とを目的とします。 

 

2 阿見町の現状 

平成 27年 10月に策定した阿見町人口ビジョンでは、 1980年以降における当町の人口

は増加傾向で推移し、2005年をピークとして、以降は減尐に転じております。将来人口に

関しては、阿見町が目標としている人口ビジョンの推計とは異なりますが、国立社会保

障・人口問題研究所によると、2040年の人口は 39,946人と推計されています。 

年齢3区分別の人口割合は、2010年において、年尐人口が13.2%、生産年齢人口が66.0%、

老年人口が 20.8%を占めております。推計によると 2040年では、年尐人口及び生産年齢

人口が、それぞれ 10.0%、53.8%に減尐する一方で老齢人口については 36.2%と大きく増

加する見込みとなっております。 

なお、投資・財政計画は「県生活排水ベストプラン」に基づいた人口推計により作成し

ており、2025年（平成 37年度）の行政人口を 45,970人と推計しております。 
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阿見町人口の推移 ※人口ビジョンより 

 

 

年齢 3区分別人口の推移 ※人口ビジョンより 

 

    

 

3 下水道事業の概要 

本町の公共下水道整備事業概要は、昭和 54 年度に事業認可を受け昭和 59 年度に供用

を開始し，現在は「県生活排水ベストプラン」，「阿見町公共下水道基本計画」にもとづい

て整備を進めており、全体計画面積 2,463haに対して、平成 28年 3月末時点では処理区域

1,047haとなり整備率 42.5%となっております。 

また、近隣である土浦市，石岡市，かすみがうら市，小美玉市とで構成する『霞ヶ浦湖

北流域下水道事業』に属し，茨城県流域下水処理場である霞ヶ浦浄化センターに接続して

■老齢人口（65歳以上）割合 ■生産年齢人口（15～64歳）割合 ■年尐人口割合（14歳以下）割合 
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おります。 

 

 

公共下水道整備区域面積 

 

 

    

 処理区域内人口及び水洗化人口については、平成 28年 3月末時点で処理人口 32,606人

に対し 31,301人であり、水洗化率 96.0％となっております。 

 

 

4 経営の基本方針 

（基本方針） 

町民の衛生的で快適な生活環境を確保するとともに、公共用水域の水質保全を図るため、

全体計画に基づき下水道事業計画区域の計画的な整備を進めます。 

経年劣化した施設については効率的な機能更新を推進します。 

（課  題） 

人口ビジョンで示されている人口規模を踏まえた適切な規模の施設の再構築を図る必要

平成27年度末時点

建設事業開始 供用開始 全体計画 現在処理区域 整備率

年月日 年月日 面積　A 面積　B B/A

S55.2.19 S59.4.1 2,463ha 1,047ha 42.5%

行政人口 処理人口 普及率 水洗化人口 水洗化率

公共下水道事業 47,439 32,606 68.7% 31,301 96.0%

平成27年度下水道普及率・水洗化率

 



4 

 

があること。また、基本方針に則り、着実に事業計画区域の整備完了を推進していく必要

があります。（全体計画面積2,462.6ha） 

更に、施設等の老朽化に対応する為に、適切な維持・管理による施設の長寿命化を推進

し、浸水区域の解消と下水道施設の耐震化を図る必要があります。 

 

5 投資・財政計画 

 計画期間は平成 29年度から平成 38年度までの 10年間です。計画期間中の投資・財政計

画について以下に示します。 

下水道整備計画 

       

 

公共下水道基本計画等に基づき、当面 10年間においては上記のとおり平成 28年度に約

14.8億円、平成 29年度 6.5億円、平成 30年度以降は徐々に減尐しますが平成 34年度以降

は、整備費 2.4億円及び更新費 0.9億円を見込んでおります。 

 財源内訳として、以下のとおりとしております。下水道整備の財源については、国庫補

助金のほか下水道事業債を充当し、可能な限り有利な財源を確保しながら実施する計画で

す。 

 

下水道整備の財源 

 

 

  

【公共下水道】

H28 H29 H30 H31 H32

1,477,095 645,013 338,143 297,593 181,303

H33 H34 H35 H36 H37 H38

186,496 332,370 332,370 332,370 332,370 332,370

（単位：千円）

【公共下水道】

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

651,509 269,132 108,178 90,446 32,450 41,897 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

388,800 124,000 90,865 96,390 55,775 50,870 93,020 93,020 93,020 93,020 93,020

311,548 178,252 51,612 22,545 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

125,238 73,629 87,488 88,212 90,878 91,529 147,150 147,150 147,150 147,150 147,150

1,477,095 645,013 338,143 297,593 181,303 186,496 332,370 332,370 332,370 332,370 332,370

国庫補助金

（単位：千円）

地方債

工事負担金

その他財源

計
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6 効率化・経営健全化の取組み 

① 組織及び人材に関する事項 

国からは、人口 3万人以上の都市では平成 32年度までに地方公営企業法の適用を要請さ

れております。本町では、平成 30年 4月に公営企業法適用化に向けて準備をしているとこ

ろです。 

公営企業法適用になると、担当職員は公営企業職員として、事業の効率的な経営と公共

性及び企業性の発揮に努め、目標管理や企業会計など民間の経営管理手法を導入して、経

営能力の向上を図っていかなければなりません。 

 地方行政を取り巻く環境が非常に厳しくなっている現在、町民サービスの向上と人件費

のバランスを考慮しつつ、最小限の人員で最大のサービスの提供を行っていきます。 

 

② 下水道整備に関する事項 

 生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図るため，公共下水道事業の着実な整備を実

現していきます。 

  

③ 使用料、その他の収入に関する事項 

 下水道使用料は、公営企業として独立採算性の原則のもと、決定されることとなってい

ます。運営に伴う経費については、雨水にかかる経費は公費で、汚水にかかる経費は利用

者からの使用料で負担する事とされています。 

 本町の下水道使用料は、平成 24年 10月には住民の皆様のご理解のもと改定させていた

だきました。然しながら、今後益々深刻となる老朽化による下水道施設の更新費用や長寿

命化への対策修繕費用など，下水道事業の財政状態は一段と厳しいものになると想定され

ます。そのため、計画期間内の平成 30年度、34年度、38年度において段階的に料金の改

定を実施してくことを予定しております。 

将来、行政人口は減尐傾向にありますが、処理区域は年々拡大しているため有収水量は

上昇し、それに伴い料金収入も増加傾向にあります。 

   

 

基本料金

～10㎥ 11～20㎥ 21～30㎥ 31～50㎥ 51～100㎥ 101～500㎥ 501㎥～

1,000円 120円/㎥ 130円/㎥ 150円/㎥ 160円/㎥ 170円/㎥ 180円/㎥

超過料金

下水道使用料（税抜き） 現行（H28年）
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※使用料単価＝使用料収入/有収水量  

汚水処理費に対する経費回収率を見ると、平成 27年度決算で 95.5％と使用料収入で回収

すべき維持管理費等の経費が賄えていない状況にあります。今後、適正な使用料収入の確

保及び汚水処理費の削減が必要であると考えます。 

 

※汚水処理費＝維持管理費+資本費のうち汚水処理費相当分 ※汚水処理原価＝汚水処理費/有収水量 

※経費回収率＝使用料単価/汚水処理原価 

 

今後も、処理区域の拡大に伴い、有収水量及び汚水処理費が増加すると推測されます。   

地方債償還額は減尐傾向にあり、平成 38年度には償還金額が 346,808千円となる予定です。

経費回収率は、平成 30年度に 107.1%となり、以降は増加傾向になる予定です。 

今後も区域の拡大を図りながら更なる効率的な整備を進めると共に、水洗化率向上に向

けた対策を講じ、有収水量の確保に努め、使用料収入の増収を図って行きます。 

 

以下に今後の有収水量・汚水処理費等の推移を示します。 

 

H23 H24 H25 H26 H27

有収水量(㎥) 3,820,065 3,828,840 3,839,339 4,136,141 4,372,759

使用料収入(千円) 510,933 512,127 537,359 620,825 673,076

使用料単価(円/㎥) 133.7 133.8 140.0 150.1 153.9

下水道使用料収入及び使用料単価

H23 H24 H25 H26 H27

汚水処理費(千円) 614,347 615,663 612,931 657,055 704,865

汚水処理原価(円/㎥) 160.8 160.8 159.6 158.9 161.2

経費回収率(％) 83.2% 83.2% 87.7% 94.5% 95.5%

汚水処理原価及び経費回収率

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

有収水量(㎥) 4,386,031 4,399,163 4,412,155 4,425,287 4,438,419 4,451,551 4,464,683 4,477,815 4,490,947 4,504,079 4,517,211

使用料収入(千円) 673,856 663,967 741,258 743,481 745,711 747,948 795,371 797,757 800,150 802,550 835,077

使用料単価(円/㎥) 153.6 150.9 168.0 168.0 168.0 168.0 178.1 178.2 178.2 178.2 184.9

汚水処理費(千円) 717,361 684,818 692,261 674,697 656,786 652,481 634,475 608,634 566,730 531,741 532,095

汚水処理原価(円/㎥) 163.6 155.7 156.9 152.5 148.0 146.6 142.1 135.9 126.2 118.1 117.8

経費回収率(％) 93.9% 97.0% 107.1% 110.2% 113.5% 114.6% 125.4% 131.1% 141.2% 150.9% 156.9%

今後の推移
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以下に今後の一般会計繰入金の推移を示します。 

一般会計繰入金の今後の見込みとして、平成 28年度以降は減尐傾向となり平成 38年度

には 2.5億円となります。 

一般会計繰入金の推移 

 

  

 

 

④ 公営企業の経営に関する事項 

 平成 26年 8月に総務省から、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」の通知

があり、地方公営企業法の適用に向けたロードマップが示されました。 

 このロードマップにおいて、平成 32年 4月に法制化を検討するため、平成 27年度から

平成 31年度までを集中取組み期間とし、人口 3万人以上の団体については、期間内に公営

企業会計へ移行するべきとされています。平成 27年 1月には、「公営企業会計の適用」に

ついて、総務省より要請がありました。 

 本町下水道事業は、平成 30年度に向けて「公営企業会計の適用」を行う予定です。また、

公営企業会計の適用とともに、地方公営企業法適用企業としての新たな経営戦略を策定す

（単位：千円）

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

合計 651,157 603,509 565,000 535,000 505,000 490,000 470,000 420,000 345,000 280,000 250,000

収益的　基準内 601,157 553,509 515,000 485,000 455,000 440,000 420,000 370,000 295,000 230,000 200,000

収益的　基準外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資本的　基準内 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

資本的　基準外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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る予定です。施設の老朽化、人口減尐、節水型社会の進行等、下水道を取り巻く環境は厳

しくなっております。その中でも、継続的で安定した下水道サービスを提供していくため

に、新たな「経営戦略」策定に向け取り組んでいきます。 

 策定にあたっては、持続可能な事業管理を実現するために、関係部門が一体となった事

業管理計画を策定し、相互の役割などを理解しながら、日々の業務を進めて行く事が不可

欠です。 

 経営戦略は、組織が一体となった事業管理を効率的に進めて行く為の中長期的な基本計

画であり、新たに策定することにより、組織的な事業運営をより効果的に進めていきます。 

 

⑤ 経費削減に関する事項 

 ポンプ場等における光熱水費、下水道施設の機能を維持するための修繕費などの維持管

理費は、汚水処理には欠かせないものです。有収水量の増加に伴い維持管理費は、年々増

額の傾向にありますが、町の汚水処理の効率化を図るためにも、総合的な管理運営に努め

ます。 

 

⑥ 情報公開に関する事項 

 これまでも町の広報誌やホームページを活用して、下水道利用者へ適宜情報を提供して 

きました。今後も、提供する情報とその内容を充実させることを前提に、内容の見直しや

事後検証に取り組んでいきます。 

 

⑦ その他重点事項 

 防災対策や危機管理体制の強化は、今後も、一般行政部局や下水道業務に携わる民間企

業、他事業体とも連携して取り組んでいきます。 
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阿見町公共下水道事業経営戦略 

上下水道課 

 

平成29年2月 


